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居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
法
律
や
基
準
省
令
等
を
根
拠
と
し
て

作
成
保
管
さ
れ
て
い
る
書
類

一
般
社
団
法
人
　
シ
ル
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
振
興
会

＜
本
冊
子
の
利
用
に
つ
い
て
＞

　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で
は
、
指
定
申
請
時
や
日
常
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
で
様
々
な
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、「
文
書
に
よ
る
作
成
や
保
存
が
法
令
で
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
も
の
」
の
ほ
か
、「
法
令
上
の
義
務
規
定
を
履
行
し
て
い
る
こ
と
の
証
明
」
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
や
「
商
慣
行
」
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
性
格
が
異
な
る
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
お
い
て
法
律
や
基
準
省
令
を
根
拠
と
し
て
作
成
・
保
管
さ
れ
て
い
る
書
類
に
つ
い
て
、
法
令
上
の
位
置
付
け
や
標
準
様
式

の
有
無
な
ど
に
つ
い
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

　 ○
「
根
拠
規
定
」
欄
の
略
称
は
以
下
の
と
お
り
。

　
�ま
た
、算
用
数
字
は
「
条
」、
○
囲
み
は
「
項
」
の
意
。（
例
）
介
護
70
①
（
介
護
保
険
法
第
70
条
第
1項
）

（
法
律
）

　「
介
護
」
…
介
護
保
険
法
（
平
成
9年
法
律
第
12
3号
）

　「
労
基
」
…
労
働
基
準
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
49
号
）

（
省
令
）

　「
規
則
」
…
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
11
年
厚
生
省
令
第
36
号
）

　「
基
準
」
…
�（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
）
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
（
平
成
11
年
厚
生
省
令
第
37
号
）

（
居
宅
介
護
支
援
）
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

成
11
年
厚
生
省
令
第
38
号
）

（
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
）
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
18
年
厚
生
労
働
省
令
第
34
号
）

　「
請
求
」
…
�介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
に
料
等
に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
平
成
12

年
厚
生
省
令
第
20
号
）

（
そ
の
他
）

　「
老
企
36
」
…
��指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
訪
問
通
所
サ
ー
ビ

ス
及
び
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
係
る
部
分
）
及
び
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に
伴
う
実
施
上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
平
成
12

年
老
企
第
36
号
）

　「
老
企
41
」
…
��指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
、
指
定
居
宅
介
護
支

援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

に
関
す
る
基
準
、
指
定
介
護
予
防
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
、

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
及
び
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
制
定
に

伴
う
介
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い
て
（
平

成
12
年
老
企
第
41
号
）

（
厚
生
労
働
省
提
供
資
料
よ
り
作
成
）



（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
居
宅
⽣
活
⽀
援
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
4

（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
4

（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
70
①

規
則
11
4

（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
70
①

規
則
11
4

（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
70
①

規
則
11
4

任
意

（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

（
６
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
11
4

任
意

（
添
付
書
類
）

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
　条

例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
訪
問
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

管
理
者
及
び
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴
介
護
70
①

規
則
11
4

　登
記
簿
謄
本

○
従
業
者
の
員
数

基
準
29

　運
営
規
程

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
29

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
70
①

規
則
11
4

⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

利
⽤
者
の
推
定
数

介
護
70
①

規
則
11
4

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
70
①

規
則
11
4

任
意

運
営
規
程

介
護
70
①

規
則
11
4

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
4

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
70
①

規
則
11
4

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
70
①

規
則
11
4

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
70
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
70
①

規
則
11
4

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

訪 問 介 護

1

１
．
訪
問
介
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
39
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

訪
問
介
護
計
画

基
準
39
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
39
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
39
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
39
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
39
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、 作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

訪 問 介 護 2



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
39
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

訪
問
介
護
計
画

基
準
39
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
39
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
39
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
39
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
39
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
居
宅
⽣
活
⽀
援
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
5

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
5

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
70
①

規
則
11
5

　（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
70
①

規
則
11
5

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
70
①

規
則
11
5

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

　（
６
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
11
5

任
意

（
添
付
書
類
）

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
　条

例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
訪
問
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
70
①

規
則
11
5

　登
記
簿
謄
本

○
従
業
者
の
員
数

基
準
53

　運
営
規
程

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
53

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
70
①

規
則
11
5

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
70
①

規
則
11
5

任
意

設
備
及
び
備
品
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
5

任
意

運
営
規
程

介
護
70
①

規
則
11
5

基
準
53

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
5

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
70
①

規
則
11
5

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
70
①

規
則
11
5

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―

協
⼒
医
療
機
関
名
称
・診
療
科
⽬
・契
約
内
容

介
護
70
①

規
則
11
5

基
準
51

法
第
70
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
70
①

規
則
11
5

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

3

訪 問 入 浴

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

２
．
訪
問
入
浴
介
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
53
の
2①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
53
の
2②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
53
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
53
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
53
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、 作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間
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（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
53
の
2①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
53
の
2②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
53
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
53
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
53
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
居
宅
⽣
活
⽀
援
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
6

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
6

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
70
①

規
則
11
6

　（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
病
院
・診
療
所
⼜
は
その
他
の
訪
問
看
護
事
業
者
の
い
ず
れ
か
の
別

介
護
70
①

規
則
11
6

事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
70
①

規
則
11
6

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
70
①

規
則
11
6

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

　（
６
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
11
6

任
意

（
添
付
書
類
）

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
　条

例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
訪
問
看
護
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
並
び
に
免
許
証
の
写
し

介
護
70
①

規
則
11
6

　登
記
簿
謄
本

○
従
業
者
の
職
種
、員

数
基
準
73

　運
営
規
程

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
73

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰
事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

介
護
70
①

規
則
11
6

⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
70
①

規
則
11
6

任
意

運
営
規
程

介
護
70
①

規
則
11
6

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
6

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
70
①

規
則
11
6

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
70
①

規
則
11
6

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
70
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
70
①

規
則
11
4

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

介
護
との

重
複

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

5

訪 問 看 護

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

３
．
訪
問
看
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
73
の
2①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

訪
問
看
護
計
画
書

基
準
73
の
2②

A
国
標
準

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
73
の
2②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

基
準
73
の
2②

A
国
標
準

2年
利
⽤
者

契
約
時

◯
基
準
73
の
2②

A
国
標
準

2年
利
⽤
者

必
要
に
応
じて

◯
市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
73
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
73
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
73
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、 作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

作
成

単
位

作
成

頻
度

電
⼦
化

保
存

期
間

押
印

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

訪
問
看
護
報
告
書

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

主
治
の
医
師
に
よ
る
指
⽰
の
⽂
書

6訪 問 看 護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
73
の
2①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

訪
問
看
護
計
画
書

基
準
73
の
2②

A
国
標
準

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
73
の
2②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

基
準
73
の
2②

A
国
標
準

2年
利
⽤
者

契
約
時

◯
基
準
73
の
2②

A
国
標
準

2年
利
⽤
者

必
要
に
応
じて

◯
市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
73
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
73
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
73
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

作
成

単
位

作
成

頻
度

電
⼦
化

保
存

期
間

押
印

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

訪
問
看
護
報
告
書

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

主
治
の
医
師
に
よ
る
指
⽰
の
⽂
書

7

訪 問 看 護 訪 問 リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
訪
問
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
事
業
者
に
係
る
指
定
申
請
書

県
所
定

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
7

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
7

代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
70
①

規
則
11
7

事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
70
①

規
則
11
7

申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
70
①

規
則
11
7

任
意

事
業
所
の
管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
11
7

法
⼈
役
員
名
簿

役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
11
7

任
意

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
訪
問
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

管
理
者
及
び
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴
介
護
70
①

規
則
11
7

従
業
者
の
員
数

基
準
29

主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
29

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
70
①

規
則
11
7

利
⽤
者
の
推
定
数

介
護
70
①

規
則
11
7

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

⽼
企
41

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
70
①

規
則
11
7

任
意

運
営
規
程

介
護
70
①

規
則
11
7

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
7

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
70
①

規
則
11
7

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
70
①

規
則
11
7

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
70
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
70
①

規
則
11
7

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

４
．
訪
問
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン



8

訪 問 リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン

（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
82
の
2①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

訪
問
介
護
計
画

基
準
82
の
2②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
82
の
2②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
82
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
82
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
82
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、 作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

保
存

期
間

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

電
⼦
化



9

通 所 介 護

（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
82
の
2①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

訪
問
介
護
計
画

基
準
82
の
2②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
82
の
2②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
82
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
82
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
82
の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

保
存

期
間

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

電
⼦
化

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
デ
イサ
ー
ビス
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
9

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
9

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
70
①

規
則
11
9

　（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
70
①

規
則
11
9

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

　（
７
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
（
添
付
書
類
）

通
所
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　条
例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
70
①

規
則
11
9

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

従
業
者
の
員
数

基
準
10
0

　登
記
簿
謄
本

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
定
員
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
10
0

　運
営
規
程

○
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
70
①

規
則
11
9

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰
従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

設
備
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

運
営
規
程

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
70
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
70
①

規
則
11
9

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

（
６
）
施
設
等
の
名
称
、種

類
及
び
所
在
地

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

５
．
通
所
介
護
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（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
1③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
10
4の
３
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

通
所
介
護
計
画

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、 作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

押
印

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

電
⼦
化

保
存

期
間

作
成

単
位

作
成

頻
度



（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

根
拠
規
定

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
デ
イサ
ー
ビス
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
9

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
70
①

規
則
11
9

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
70
①

規
則
11
9

　（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
70
①

規
則
11
9

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

　（
７
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
（
添
付
書
類
）

療
養
通
所
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　条
例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
70
①

規
則
11
9

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

従
業
者
の
職
種
、員

数
及
び
職
務
の
内
容

基
準
10
5の
15

　登
記
簿
謄
本

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
定
員
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
10
5の
15

　運
営
規
程

○
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

介
護
70
①

規
則
11
9

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰
従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

設
備
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

運
営
規
程

介
護
70
①

規
則
11
9

基
準
10
5の
15

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
70
①

規
則
11
9

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
70
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
70
①

規
則
11
9

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

（
６
）
施
設
等
の
名
称
、種

類
及
び
所
在
地

11

通 所 介 護 療 養 通 所 介 護

（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
1③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
10
4の
３
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

通
所
介
護
計
画

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
10
4の
３
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

押
印

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

電
⼦
化

保
存

期
間

作
成

単
位

作
成

頻
度

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

６
．
療
養
通
所
介
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

根
拠
規
定

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
10
5の
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
1③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
10
5の
18
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

療
養
通
所
介
護
計
画

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
安
全
・サ
ー
ビス
提
供
管
理
委
員
会
の
検
討
結
果
の
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

２
年

利
⽤
者

実
施
時

給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、 作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

作
成

単
位

作
成

頻
度

12療 養 通 所 介 護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

根
拠
規
定

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
10
5の
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
1③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
10
5の
18
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

療
養
通
所
介
護
計
画

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
安
全
・サ
ー
ビス
提
供
管
理
委
員
会
の
検
討
結
果
の
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

２
年

利
⽤
者

実
施
時

給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
10
5の
18
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

作
成

単
位

作
成

頻
度

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
通
所
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
70
①

規
則
12
0

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
70
①

規
則
12
0

代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
70
①

規
則
12
0

事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
70
①

規
則
12
0

申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
70
①

規
則
12
0

任
意

法
⼈
役
員
名
簿

役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
12
0

任
意

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
通
所
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
70
①

規
則
12
0

従
業
者
の
員
数

基
準
11
0

主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
定
員
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
11
0

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
70
①

規
則
12
0

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

⽼
企
41

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
70
①

規
則
12
0

任
意

設
備
の
概
要

介
護
70
①

規
則
12
0

任
意

運
営
規
程

介
護
70
①

規
則
12
0

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
70
①

規
則
12
0

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
70
①

規
則
12
0

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
70
①

規
則
12
0

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
70
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
70
①

規
則
12
0

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

13

通 所 リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

７
．
通
所
リハ
ビリ
テ
ー
シ
ョン



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
1③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
11
8の
2①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

通
所
介
護
計
画

基
準
11
8の
2②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
11
8の
2②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
11
8の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
11
8の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
11
8の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

保
存

期
間

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

電
⼦
化

14

通 所 リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
8

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
1③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
11
8の
2①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

通
所
介
護
計
画

基
準
11
8の
2②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
11
8の
2②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
11
8の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
11
8の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
11
8の
2②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

保
存

期
間

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

電
⼦
化

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
短
期
⼊
所
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
70
①

規
則
12
1

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
70
①

規
則
12
1

（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
70
①

規
則
12
1

　（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
70
①

規
則
12
1

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

　（
７
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
（
添
付
書
類
）

通
所
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　条
例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
70
①

規
則
12
1

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

従
業
者
の
員
数

基
準
13
7

　登
記
簿
謄
本

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
定
員
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
13
7

　運
営
規
程

○
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
70
①

規
則
12
1

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰
利
⽤
者
の
推
定
数

介
護
70
①

規
則
11
4

⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

建
物
の
構
造
概
要

介
護
70
①

規
則
12
1

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

設
備
の
概
要

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

運
営
規
程

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
70
①

規
則
12
1

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
70
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
70
①

規
則
12
1

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

（
６
）
施
設
等
の
名
称
、種

類
、所

在
地
、⼊

所
定
員

協
⼒
医
療
機
関
の
名
称
及
び
診
療
科
名
並
び
に
当
該
協
⼒
医
療
機
関
との
契
約
の
内
容

15

短 期 入 所

生 活 介 護

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

８
．
短
期
入
所
生
活
介
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
12
5

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
1③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
13
9の
２
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

⾝
体
拘
束
等
の
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
し た
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
計
画
（
※
概
ね
４
⽇
以
上
連
続
して
利
⽤
す
る
場
合
）

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

16

短 期 入 所

生 活 介 護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
12
5

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
1③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
13
9の
２
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
19
②

⾝
体
拘
束
等
の
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
13
9の
２
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
るも
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

規
定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

短
期
⼊
所
⽣
活
介
護
計
画
（
※
概
ね
４
⽇
以
上
連
続
して
利
⽤
す
る
場
合
）

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
居
宅
⽣
活
⽀
援
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

　（
６
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

任
意

（
添
付
書
類
）

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
　条

例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
訪
問
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

管
理
者
及
び
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

　登
記
簿
謄
本

○
従
業
者
の
員
数

基
準
3の
29

　運
営
規
程

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
3の
29

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

利
⽤
者
の
推
定
数

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

任
意

設
備
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

任
意

運
営
規
程

介
護
78
の
2④

規
則
11
4

基
準
3の
29

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
78
条
の
2第

4項
各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

県
所
定

連
携
す
る
訪
問
看
護
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
（
連
携
型
の
み
）

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
2の
2

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰

17

定 期 巡 回 ・

随 時 対 応 型

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

９
．
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）
（
必
要
に
応
じて
ケ
ア
コー
ル
端
末
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
3の
7

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
3の
30
④

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
3の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
地
域
との
連
携
等

基
準
3の
37

提
供
状
況
報
告
書
、介

護
・医
療
連
携
推
進
会
議
記
録

B
任
意

2年
事
業
所

3⽉
毎

⾃
⼰
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

外
部
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
3の
40
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

定
期
巡
回
・随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
計
画

基
準
3の
40
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
②

主
治
医
の
指
⽰
書

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

必
要
に
応
じて

訪
問
看
護
計
画
書

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

必
要
に
応
じて

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
そ
の
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き定

め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

18

定 期 巡 回 ・

随 時 対 応 型



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）
（
必
要
に
応
じて
ケ
ア
コー
ル
端
末
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
3の
7

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
3の
30
④

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
3の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
地
域
との
連
携
等

基
準
3の
37

提
供
状
況
報
告
書
、介

護
・医
療
連
携
推
進
会
議
記
録

B
任
意

2年
事
業
所

3⽉
毎

⾃
⼰
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

外
部
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
3の
40
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

定
期
巡
回
・随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
計
画

基
準
3の
40
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
②

主
治
医
の
指
⽰
書

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

必
要
に
応
じて

訪
問
看
護
計
画
書

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

必
要
に
応
じて

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
3の
40
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
そ
の
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き定

め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
市
町
村
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

市
町
村
所
定

⽼
⼈
デ
イサ
ー
ビス
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

　（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

（
６
）
施
設
等
の
名
称
、種

類
及
び
所
在
地

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

任
意

　（
７
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
（
添
付
書
類
）

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

市
町
村
所
定

　条
例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

従
業
者
の
員
数

基
準
54

　登
記
簿
謄
本

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
定
員
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
54

　運
営
規
程

○
従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

市
町
村
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰
従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

任
意

設
備
の
概
要

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

任
意

運
営
規
程

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

基
準
54

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
78
条
の
２
第
４
項
各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
78
の
２
①
規
則
13
1の
４

市
町
村
所
定

認
知
症
研
修
修
了
証
（
管
理
者
）

国
所
定

運
営
推
進
会
議
の
構
成
員

任
意

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

19

認 知 症 対 応

型 通 所 介 護

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

10
．
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
３
の
７

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
３
の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
60
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画

基
準
60
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
３
の
18
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
３
の
18
①

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

運
営
推
進
会
議
へ
の
報
告
、評

価
、要

望
、助

⾔
等
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
事
案

６
⽉
毎

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、 指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間
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認 知 症 対 応

型 通 所 介 護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
３
の
７

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
30
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
３
の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
60
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
計
画

基
準
60
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

実
施
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
３
の
18
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
３
の
18
①

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

運
営
推
進
会
議
へ
の
報
告
、評

価
、要

望
、助

⾔
等
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
60
②

A
任
意

2年
事
案

６
⽉
毎

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
居
宅
⽣
活
⽀
援
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

　（
６
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

（
添
付
書
類
）

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
　条

例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
訪
問
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

管
理
者
及
び
サ
ー
ビス
提
供
責
任
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

　登
記
簿
謄
本

○
従
業
者
の
員
数

基
準
3の
29

　運
営
規
程

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
3の
29

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

利
⽤
者
の
推
定
数

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
⾯
図
（
各
室
の
⽤
途
明
⽰
）

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

設
備
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

運
営
規
程

介
護
78
の
2④

規
則
11
4

基
準
3の
29

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

協
⼒
医
療
機
関
の
名
称
・診
療
科
⽬
・契
約
内
容

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

特
養
、⽼

健
、病

院
等
との
連
携
体
制
・⽀
援
体
制
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
78
条
の
2第

4項
各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

県
所
定

介
護
⽀
援
専
⾨
員
の
⽒
名
、登

録
番
号

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
5

任
意

認
知
症
研
修
修
了
証
（
代
表
者
、管

理
者
、介

護
⽀
援
専
⾨
員
）

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰

21

小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

11
．
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
3の
7

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
55
④

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
3の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
地
域
との
連
携
等

基
準
85

提
供
状
況
報
告
書
、運

営
推
進
会
議
記
録

B
任
意

2年
事
業
所

2⽉
毎

⾃
⼰
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

外
部
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
87
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

居
宅
サ
ー
ビス
計
画

基
準
87
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
⼩
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画

基
準
87
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
87
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
②

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

運
営
推
進
会
議
へ
の
報
告
、会

議
で
の
評
価
・要
望
・助
⾔
等

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

開
催
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
そ
の
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

⾝
体
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、そ
の
際
の
利
⽤
者
の
⼼
⾝
状
況
、理

由

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間
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（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
3の
7

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
55
④

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
3の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
地
域
との
連
携
等

基
準
85

提
供
状
況
報
告
書
、運

営
推
進
会
議
記
録

B
任
意

2年
事
業
所

2⽉
毎

⾃
⼰
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

外
部
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
87
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

居
宅
サ
ー
ビス
計
画

基
準
87
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
⼩
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画

基
準
87
②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
87
②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
②

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

運
営
推
進
会
議
へ
の
報
告
、会

議
で
の
評
価
・要
望
・助
⾔
等

基
準
87
②

A
任
意

2年
事
案

開
催
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
そ
の
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

⾝
体
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、そ
の
際
の
利
⽤
者
の
⼼
⾝
状
況
、理

由

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
市
町
村
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

市
町
村
所
定

認
知
症
対
応
型
⽼
⼈
共
同
⽣
活
援
助
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

　（
６
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

（
添
付
書
類
）

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
　条

例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
認
知
症
対
応
型
共
同
⽣
活
介
護
事
業
者
の
記
載
事
項

市
町
村
所
定

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

　登
記
簿
謄
本

○
従
業
者
の
員
数

基
準
10
2

　運
営
規
程

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
利
⽤
料
、⼊

居
に
当
た
って
の
留
意
事
項
、⾮

常
災
害
対
策
等
）

基
準
10
2

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

市
町
村
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

利
⽤
者
の
推
定
数

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
⾯
図
（
各
室
の
⽤
途
明
⽰
）

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

設
備
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

運
営
規
程

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

基
準
10
2

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

協
⼒
医
療
機
関
の
名
称
・診
療
科
⽬
・契
約
内
容

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

特
養
、⽼

健
、病

院
等
との
連
携
体
制
・⽀
援
体
制
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
78
条
の
2第

4項
各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

市
町
村
所
定

介
護
⽀
援
専
⾨
員
の
⽒
名
、登

録
番
号

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
6

任
意

運
営
推
進
会
議
の
構
成
員

任
意

認
知
症
研
修
修
了
証
（
代
表
者
、管

理
者
、介

護
⽀
援
専
⾨
員
）

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

23

認 知 症 対 応 型

共 同 生 活 介 護

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

12
．
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
3の
7

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
3③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
3の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
基
準
97
⑦

C
任
意

事
業
所

年
１
回

地
域
との
連
携
等

基
準
34

提
供
状
況
報
告
書
、運

営
推
進
会
議
記
録

B
任
意

2年
事
業
所

2⽉
毎

⾃
⼰
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

外
部
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
10
7①

A
任
意

事
業
所

開
催
時

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

認
知
症
対
応
型
共
同
⽣
活
介
護
計
画

基
準
10
7②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
10
7②

A
任
意

2年
利
⽤
者

提
供
時

○
基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

運
営
推
進
会
議
へ
の
報
告
、会

議
で
の
評
価
・要
望
・助
⾔
等

基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

開
催
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
そ
の
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

電
⼦
化

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

保
存

期
間

⾝
体
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、そ
の
際
の
利
⽤
者
の
⼼
⾝
状
況
、理

由

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

外
部
評
価
結
果
記
録

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)
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認 知 症 対 応 型

共 同 生 活 介 護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
3の
7

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
10
3③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
3の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
基
準
97
⑦

C
任
意

事
業
所

年
１
回

地
域
との
連
携
等

基
準
34

提
供
状
況
報
告
書
、運

営
推
進
会
議
記
録

B
任
意

2年
事
業
所

2⽉
毎

⾃
⼰
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

外
部
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
10
7①

A
任
意

事
業
所

開
催
時

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

認
知
症
対
応
型
共
同
⽣
活
介
護
計
画

基
準
10
7②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
10
7②

A
任
意

2年
利
⽤
者

提
供
時

○
基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

運
営
推
進
会
議
へ
の
報
告
、会

議
で
の
評
価
・要
望
・助
⾔
等

基
準
10
7②

A
任
意

2年
事
案

開
催
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
そ
の
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

電
⼦
化

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

保
存

期
間

⾝
体
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、そ
の
際
の
利
⽤
者
の
⼼
⾝
状
況
、理

由

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

外
部
評
価
結
果
記
録

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
複
合
型
サ
ー
ビス
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
居
宅
⽣
活
⽀
援
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

　（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
病
院
・診
療
所
⼜
は
その
他
の
訪
問
看
護
事
業
者
の
い
ず
れ
か
の
別

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

　（
６
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

（
添
付
書
類
）

賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
　条

例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
複
合
型
サ
ー
ビス
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

　登
記
簿
謄
本

○
従
業
者
の
員
数

基
準
3の
29

　運
営
規
程

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
3の
29

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

利
⽤
者
の
推
定
数

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
実
務
経
験
証
明
書
（
原
本
）

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

建
物
の
構
造
概
要
及
び
平
⾯
図
（
各
室
の
⽤
途
明
⽰
）

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

設
備
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

運
営
規
程

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

基
準
3の
29

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

協
⼒
医
療
機
関
の
名
称
・診
療
科
⽬
・契
約
内
容

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

特
養
、⽼

健
、病

院
等
との
連
携
体
制
・⽀
援
体
制
の
概
要

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
78
条
の
2第

4項
各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

県
所
定

介
護
⽀
援
専
⾨
員
の
⽒
名
、登

録
番
号

介
護
78
の
2④

規
則
13
1の
8の
2

任
意

認
知
症
研
修
修
了
証
（
代
表
者
、管

理
者
、介

護
⽀
援
専
⾨
員
）

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

根
拠
規
定

様
式

（
参
考
）

⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰

25

看 護 小 規 模

多 機 能 型 　

指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類

13
．
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
3の
7

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
55
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
3の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
地
域
との
連
携
等

基
準
85

提
供
状
況
報
告
書
、運

営
推
進
会
議
記
録

B
任
意

2年
事
業
所

2⽉
毎

⾃
⼰
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

外
部
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
18
1①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

居
宅
サ
ー
ビス
計
画

基
準
18
1②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
看
護
⼩
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画

基
準
18
1②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
18
1②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
②

主
治
の
医
師
に
よ
る
指
⽰
の
⽂
書

基
準
18
1②

A
国
標
準

2年
利
⽤
者

契
約
時

看
護
⼩
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
報
告
書

基
準
18
1②

A
任
意

2年
利
⽤
者

必
要
に
応
じて

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

運
営
推
進
会
議
へ
の
報
告
、会

議
で
の
評
価
・要
望
・助
⾔
等

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

開
催
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よる
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よる
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

⾝
体
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、そ
の
際
の
利
⽤
者
の
⼼
⾝
状
況
、理

由

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

26

看 護 小 規 模

多 機 能 型 　



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

利
⽤
申
込
書
（
契
約
書
）

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
3の
7

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

○
研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
55
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
3の
33
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
地
域
との
連
携
等

基
準
85

提
供
状
況
報
告
書
、運

営
推
進
会
議
記
録

B
任
意

2年
事
業
所

2⽉
毎

⾃
⼰
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

外
部
評
価
結
果
記
録

B
任
意

事
業
所

年
1回

従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
18
1①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

居
宅
サ
ー
ビス
計
画

基
準
18
1②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
看
護
⼩
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
計
画

基
準
18
1②

A
任
意

○
2年

利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
具
体
的
な
サ
ー
ビス
内
容
等
の
記
録

基
準
18
1②

A
任
意

2年
利
⽤
者

訪
問
時

○
給
付
管
理
の
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
①

利
⽤
者
の
状
況
の
記
録
、申

し送
りの
た
め
に
⾏
うも
の

基
準
3の
18
②

主
治
の
医
師
に
よ
る
指
⽰
の
⽂
書

基
準
18
1②

A
国
標
準

2年
利
⽤
者

契
約
時

看
護
⼩
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
報
告
書

基
準
18
1②

A
任
意

2年
利
⽤
者

必
要
に
応
じて

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

市
町
村
へ
の
通
知
（
利
⽤
者
に
よ
る
不
正
給
付
）
に
係
る
記
録

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

運
営
推
進
会
議
へ
の
報
告
、会

議
で
の
評
価
・要
望
・助
⾔
等

基
準
18
1②

A
任
意

2年
事
案

開
催
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

サ
ー
ビス
提
供
票
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
第
7表

）
D

国
標
準

利
⽤
者

―
利
⽤
料
等
領
収
証
（
請
求
書
）
控

介
護
41
⑧

規
則
65

A
任
意

利
⽤
者

⽉
1

○
労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よる
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よる
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

⾝
体
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、そ
の
際
の
利
⽤
者
の
⼼
⾝
状
況
、理

由

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間

（
１
）
指
定
申
請
（
⼤
項
⽬
は
、⼀

般
的
に
都
道
府
県
で
提
出
を
求
め
て
い
る
も
の
を
列
挙
）

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
居
宅
介
護
⽀
援
事
業
者
指
定
申
請
書

県
所
定

⽼
⼈
介
護
⽀
援
セ
ンタ
ー
事
業
開
始
届

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

介
護
79
①

規
則
13
2

　（
１
）
事
業
の
種
類
及
び
内
容

申
請
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
79
①

規
則
13
2

　（
２
）
経
営
者
の
⽒
名
及
び
住
所

○
代
表
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
職
名

介
護
79
①

規
則
13
2

（
３
）
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

○
事
業
の
開
始
の
予
定
年
⽉
⽇

介
護
79
①

規
則
13
2

　（
４
）
主
な
職
員
の
⽒
名
及
び
経
歴

○
申
請
者
の
定
款
、寄

付
⾏
為
等
及
び
登
記
事
項
証
明
書
⼜
は
条
例
等

介
護
79
①

規
則
13
2

任
意

　（
５
）
事
業
を
⾏
お
うと
す
る
区
域

○
法
⼈
役
員
名
簿

○
役
員
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
及
び
住
所

介
護
79
①

規
則
13
2

任
意

　（
７
）
事
業
の
開
始
予
定
年
⽉
⽇

○
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し⼜

は
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

―
（
添
付
書
類
）

居
宅
介
護
⽀
援
事
業
者
の
記
載
事
項

県
所
定

　条
例
、定

款
その
他
の
基
本
約
款

○
管
理
者
の
⽒
名
、⽣

年
⽉
⽇
、住

所
及
び
経
歴

介
護
79
①

規
則
13
2

　収
⽀
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書

利
⽤
者
の
推
定
数

介
護
79
①

規
則
13
2

　登
記
簿
謄
本

○
従
業
者
の
員
数

基
準
18

　運
営
規
程

○
主
な
掲
⽰
事
項
（
営
業
⽇
、利

⽤
料
、通

常
の
事
業
の
実
施
地
域
等
）

基
準
18

介
護
⽀
援
専
⾨
員
の
⽒
名
及
び
その
登
録
番
号

介
護
79
①

規
則
13
2

従
業
者
の
勤
務
体
制
及
び
勤
務
形
態
⼀
覧
表

県
所
定

事
業
に
係
る
従
業
者
の
勤
務
の
態
勢
及
び
勤
務
形
態

介
護
79
①

規
則
13
2

⼀
部
の
県
で
省
略
可
能
とし
て
い
る
も
の

従
業
者
の
資
格
証
の
写
し

―
就
業
規
則
の
写
し

―
組
織
体
制
図

任
意

従
業
者
の
雇
⽤
が
確
認
で
き
る
書
類
の
写
し

任
意

事
業
所
の
平
⾯
図

介
護
79
①

規
則
13
2

任
意

運
営
規
程

介
護
79
①

規
則
13
2

任
意

利
⽤
者
か
らの
苦
情
を
処
理
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置
の
概
要

介
護
79
①

規
則
13
2

任
意

当
該
申
請
に
係
る
資
産
の
状
況
（
直
近
の
決
算
書
等
）

介
護
79
①

規
則
13
2

任
意

関
係
市
町
村
並
び
に
他
の
保
健
医
療
サ
ー
ビス
及
び
福
祉
サ
ー
ビス
の
提
供
主
体
との
連
携
の
内
容

介
護
79
①

規
則
13
2

任
意

請
求
に
関
す
る
事
項

介
護
79
①

規
則
13
2

任
意

損
害
保
険
証
券
の
写
し

―
法
第
79
条
第
2項

各
号
に
該
当
しな
い
こと
を
誓
約
す
る
書
⾯

介
護
79
①

規
則
13
2

県
所
定

介
護
⽀
援
専
⾨
員
の
⽒
名
及
び
その
登
録
番
号

介
護
79
①

規
則
13
2

県
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
に
関
す
る
届
出
書

⽼
企
41

国
所
定

介
護
給
付
費
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
⼀
覧
表

⽼
企
41

国
所
定

（
参
考
）

　⽼
⼈
福
祉
法
に
定
め
る
届
出
事
項

介
護
との

重
複

H2
7.
4.
10
付
事
務
連
絡
で
省
略
可
能
と明

⽰

（
６
）
施
設
等
の
名
称
、種

類
及
び
所
在
地

根
拠
規
定

様
式

27
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指
定
申
請
時
及
び
事
業
所
が
日
常
的
に
作
成
・
保
管
し
て
い
る
書
類
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．
居
宅
介
護
支
援



（
２
）
事
業
所
に
整
備
され
て
い
る
諸
記
録

法
律

省
令

告
⽰

その
他

指
定
基
準
関
係

契
約
書

D
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
重
要
事
項
説
明
書

基
準
4①

B
任
意

○
利
⽤
者

契
約
時

研
修
計
画
、研

修
実
施
記
録

基
準
19
③

C
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

基
準
23
③

B
任
意

利
⽤
者

契
約
時

○
従
業
者
、設

備
、備

品
及
び
会
計
に
関
す
る
諸
記
録

基
準
29
①

A
任
意

事
業
所

必
要
に
応
じて

職
員
名
簿

設
備
台
帳

会
計
関
係
書
類

居
宅
介
護
⽀
援
台
帳
（
居
宅
サ
ー
ビス
計
画
書
第
１
表
〜
第
６
表
）

基
準
29
の
2②

A
国
標
準

2年
利
⽤
者

必
要
に
応
じて

○
⼜
は
署
名

市
町
村
へ
の
通
知
に
係
る
記
録

基
準
29
の
2③

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

苦
情
の
内
容
等
の
記
録

基
準
29
の
2④

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
して
採
った
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

基
準
29
の
2⑤

A
任
意

2年
事
案

発
⽣
時

介
護
報
酬
関
係

介
護
給
付
費
明
細
書

請
求

A
国
所
定

○
5年

利
⽤
者

⽉
1

給
付
管
理
表

A
国
所
定

利
⽤
者

⽉
1

平
均
利
⽤
者
数
記
録

⽼
企
36

B
任
意

事
業
者

⽉
1

特
定
事
業
所
集
中
減
算
算
定
書
類

⽼
企
36

A
任
意

2年
事
業
者

半
期

特
定
事
業
所
加
算
算
定
書
類
（
加
算
算
定
事
業
所
の
み
）

⽼
企
36

A
任
意

2年
事
業
者

⽉
1

退
院
・退
所
加
算
関
係
書
類

⽼
企
36

D
国
標
準

事
案

必
要
に
応
じて

労
働
基
準
法
関
係

労
働
者
名
簿

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

賃
⾦
台
帳

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

雇
⼊
に
関
す
る
書
類
（
労
働
条
件
、雇

⼊
通
知
書
、履

歴
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
解
雇
に
関
す
る
書
類
（
解
雇
予
告
通
知
書
等
）

労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

○
災
害
補
償
に
関
す
る
書
類

労
基
10
9

A
任
意

3年
事
業
所

必
要
に
応
じて

賃
⾦
その
他
労
働
関
係
に
関
す
る
重
要
な
書
類
（
出
勤
簿
・タ
イム
カー
ド等

）
労
基
10
9

A
任
意

3年
職
員

必
要
に
応
じて

（
注
）
「分
類
」は
、ど
の
よ
うな
法
令
上
の
位
置
づ
け
に
基
づ
き
作
成
され
て
い
る
も
の
か
に
係
る
分
類

　　
　A
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
作
成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
る
も
の
）

　　
　B
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
が
義
務
づ
け
られ
て
い
る
が
、作

成
した
⽂
書
の
保
存
義
務
が
明
記
され
て
い
な
い
も
の
）

　　
　C
（
⽂
書
に
よ
る
作
成
及
び
⽂
書
の
保
存
義
務
は
明
記
され
て
い
な
い
が
、指

定
基
準
上
の
義
務
規
定
を
履
⾏
して
い
る
こと
の
挙
証
資
料
とし
て
⾃
治
体
が
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
）

　　
　D
（
その
他
（
「⼀
般
的
な
商
慣
⾏
とし
て
作
成
され
て
い
る
も
の
」や
「業
務
上
不
可
⽋
で
あ
る
も
の
」な
ど）

（
注
）
「様
式
」は
、「
国
所
定
」（
国
所
定
様
式
）
、「
国
標
準
」（
参
考
様
式
）
、「
県
所
定
」（
県
所
定
様
式
）
、「
任
意
」（
事
業
所
独
⾃
様
式
）
、「
―
」（
登
記
書
な
ど定

型
化
され
た
も
の
）

（
注
）
「押
印
」は
、法

令
上
「利
⽤
者
の
同
意
を
得
て
お
くこ
と」
とさ
れ
て
い
る
た
め
、法

令
上
押
印
を
求
め
て
は
い
な
い
が
、⼀

般
的
に
押
印
が
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

（
注
）
「電
⼦
化
」は
、「
⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
16
年
法
律
第
14
9号

）
（
い
わ
ゆ
る
「e
-⽂
書
法
」）
や
、こ
れ
に
基
づ
き
定
め
る
「厚
⽣
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の

　　
　規

定
に
基
づ
く⺠
間
事
業
者
等
が
⾏
う書

⾯
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
⽤
に
関
す
る
省
令
」（
平
成
17
年
厚
⽣
労
働
省
令
第
44
号
）
な
ど、
法
令
上
で
電
⼦
化
で
き
る
こと
が
明
記
され
て
い
る
も
の
に
「○
」

サ
ー
ビス
担
当
者
会
議
等
で
個
⼈
情
報
を
⽤
い
る
場
合
に
係
る
利
⽤
者
及
び
家
族
の
同
意
書

作
成

単
位

作
成

頻
度

押
印

根
拠
規
定

分
類

(注
1)

様
式

(注
2)

電
⼦
化

保
存

期
間
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